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審査経過 

岡田委員長が開会を宣告し、会議成立宣言の後、会議録署名者に森下委員、中村委員を

指名した。 

その後、直ちに議事に入り、12月15日の本会議において審査付託を受けた「議案第105

号　令和７年度伊勢市一般会計補正予算（第４号）中、産業建設委員会関係分」外５件を

審査し、いずれも全会一致で原案どおり可決すべしと決定し、委員長報告文の作成につい

ては正副委員長に一任することを決定した。 

次に、「閉会中の継続審査・調査案件について」を議題とし、委員長提案の４項目につ

いて議長に申し出ることを決定し、委員会を閉会した。 

なお、詳細は以下のとおり。 

 

開会　午前９時58分 

 

◎岡田善行委員長 

　ただいまから産業建設委員会を開会いたします。 

　本日の出席者は全員でありますので、会議は成立しております。 

　これより会議に入ります。 

　会議録署名者２名は委員長において、森下委員、中村委員の御両名を指名いたします。 

　本日御審査いただきます案件は、去る12月15日の本会議におきまして、産業建設委員会

に審査付託を受けました６件及び「閉会中の継続審査・調査案件について」の合わせて７

件であります。 

　案件名については、審査案件一覧のとおりです。 

　お諮りいたします。 

　審査の方法については、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 

　御異議なしと認めます。そのように取り計らいをさせていただきます。 

　また、委員間の自由討議については、申出がありましたら随時行いたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

【議案第105号　令和７年度伊勢市一般会計補正予算（第４号）（産業建設委員会関係

分）】 

 

◎岡田善行委員長 

　それでは、「議案第105号　令和７年度伊勢市一般会計補正予算（第４号）中、産業建

設委員会関係分」を御審査願います。 

　補正予算書の24ページをお開きください。 

　款12災害復旧費を款一括で御審査願います。 

　御発言はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎岡田善行委員長 

　御発言もないようですので、款12災害復旧費の審査を終わります。 

　以上で議案第105号中、産業建設委員会関係分の審査を終わります。 

　続いて討論を行います。 

　討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 

　ないようですので、以上で討論を終わります。 

　お諮りいたします。 

　「議案第105号　令和７年度伊勢市一般会計補正予算（第４号）中、産業建設委員会関

係分」については、原案どおり可決すべしと決定いたしまして御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 

　御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第109号　令和７年度伊勢市観光交通対策特別会計補正予算（第１号）】 

 

◎岡田善行委員長 

　次に、65ページをお開きください。 

　「議案第109号　令和７年度伊勢市観光交通対策特別会計補正予算（第１号）」を御審

査願います。 

　65ページから66ページです。 

　本件については、一括で御審査願います。 

　御発言はございませんか。 

　宮本委員。 

 

○宮本晃委員 

　勢風会の宮本です。よろしくお願いします。 

　この案件につきましては、去る令和７年８月25日の産業建設委員会におきまして、内宮

周辺駐車場の在り方（最終案）について御審査した案件でございます。このときの資料を

見させていただきますと、約800台の駐車場、それから駐車場の位置、それから料金、運

営方法という内容が御協議されております。また、今後のスケジュールとしまして、その

折には、この12月補正予算計上としましてアドバイザリー業務委託というのが計上される

ということを御審議されたというはずで認識しております。 

　そこで、今回この債務負担行為としまして、令和７年度から令和９年度、アドバイザリ

ー業務委託、高額であります3,400万円が上がっておりますが、この内容について御説明

お願いします。 

 

◎岡田善行委員長 

　交通政策課副参事。 
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●長交通政策課副参事 

　今回、債務負担行為として上げさせていただいておりますアドバイザリー業務委託、こ

ちらの内容でございますけれども、駐車場の再編事業、立体駐車場の建設、それから駐車

場運営等々、こちらの事業を実際に実施していただく民間事業者様、こちらを公募する、

公募から選定、そして契約に至るまでの一連の手続、こちらをスムーズに進めるために支

援をしていただくコンサル業務の内容でございます。以上です。 

 

◎岡田善行委員長 

　宮本委員。 

 

○宮本晃委員 

　ありがとうございます。3,400万円といいますと高額ですが、それなりに見積り等の根

拠があると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

　それで、この立体駐車場の建設に当たりましては、実はこの宇治周辺地区以外の、渋滞

に影響がない地区の方からも、この立体駐車場の件につきましては注視されておる、そう

いった意見を聞いております。 

　一つには、まずこの景観です。ここは風致地区におきまして、こういった伊勢市の特徴

である自然環境がすばらしいという中での内宮周辺のこの立体駐車場、６層７段、高さ20

メートルといいますので結構大きな建物ですし、立体駐車場のイメージというものが一般

的にあります。その点について、この業務委託等でも検討をされるのかお聞かせください。 

 

◎岡田善行委員長 

　交通政策課副参事。 

 

●長交通政策課副参事 

　立体駐車場の色合い等、委員御指摘の緑豊かなところに建設するというところでござい

ますので、この駐車場の外観であったりというところについては、当然、周辺環境になじ

むものということで、色合い等十分配慮すべきだと考えております。その条件設定につい

ては、この実際の民間事業者様を募るときの公募の条件の中にでも、立体駐車場の外観に

ついては、こういった景観に配慮するようにというようなところも条件に盛り込んで進め

ていきたいと、こういうふうに考えております。以上です。 

 

◎岡田善行委員長 

　宮本委員。 

 

○宮本晃委員 

　ありがとうございます。ここは、結構桜も名所になっておりますので、そういったこと

も踏まえまして建設のほうよろしくお願いしたいと思います。 

　それと、これもまた地区外の方からの御意見なんですが、代弁させていただくと、この
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位置に渋滞対策としてこの立体駐車場を設けるんですが、新たに陸上競技場からこの立体

駐車場にかけての渋滞が予測されるのではないか。言わば、その奥にある館町の住民の方

の出入りに不便がなされるんじゃないかといった意見も出ていますが、そういったところ

で、その間の渋滞対策、新たな渋滞対策というところで何かお考えはあるでしょうか。 

 

◎岡田善行委員長 

　交通政策課副参事。 

 

●長交通政策課副参事 

　立体駐車場の位置、お示ししたところに設置するというところで車が流入してくること

に当然なります。これに関しては我々のほうも検討はしておるところでございまして、一

つには、国道23号、月読宮北交差点で、新道ですね、館町通線と国道23号を分岐するとこ

ろはございますが、こちらでもって車両の流入のコントロールをひとつしたいというとこ

ろが一つ、また、陸上競技場周辺においても、交通誘導等で奥の館町の方々に迷惑かから

んように誘導をかけたいということを考えております。以上です。 

 

◎岡田善行委員長 

　宮本委員。 

 

○宮本晃委員 

　分かりました。ありがとうございます。また、その状況によっては、また道路の計画と

いうものも考えていただきたいと思います。 

　それと、最後に質問させていただきます。 

　質問というか説明をお願いしたいんですが、これもやっぱりこの宇治周辺の渋滞に影響

のない地区からのお声ですが、先ほど言いました産業建設委員会８月25日に示された建設

費が30億円というところで、その30億円というところの高額な金額が独り歩きしてじゃな

いですけれど、これが本当に税金で使われるのかというところの御意見が上がっておりま

す。 

　一般の方は、一般会計というものとこの特別会計というところの違いがあまり分かって

おりませんので、改めて市のほうから、今回のこの30億円の建設費についての財源、予算

の考え方をお示しください。 

 

◎岡田善行委員長 

　交通政策課副参事。 

 

●長交通政策課副参事 

　ありがとうございます。 

　立体駐車場及びこの駐車場運営、この駐車場再編事業の財源につきましては、御指摘い

ただいているとおり市民の方からの税金ではございません。 

　この財源はというと、市営駐車場の駐車場料金、こちらでもってこれを財源として運営
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してお支払い、財源として進めていくものでございますので、市民の方の税金ではなく、

駐車場料金でのみ財源とするものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

○宮本晃委員 

　ありがとうございました。 

 

◎岡田善行委員長 

　他にございませんか。 

　宿委員。 

 

○宿典泰委員 

　私は、今回、旧の産業建設委員会で３候補あったんですかね、それを今、１候補に絞り

込みをしてきたという経緯というのは、旧の産業建設委員会であったり、旧の議員であれ

ばある程度聞いてきた話だと思います。今回は、新たにこういうことで４人の新しい委員

が出ておるわけで、なぜ３つあった案の中にそれを選んだかとか、ただいま出ました30億

円の話もありました。そういう多額の費用をかけて必要なのかどうかということも含めて、

当局側としてはきちっと説明をしていく必要があるんではないかなと、こんなことを思い

ます。前回、産業建設委員会で、これは賛否を採って今の状況のことを確認したわけでは

なくて、一応、当局側がこの１案に絞り込みをしたいということで示してきたはずだと思

うんですけれども、そのような経過についてもう一度確認をさせていただけませんか。 

 

◎岡田善行委員長 

　交通政策課副参事。 

 

●長交通政策課副参事 

　今後進めていくパターンとしましては、委員御指摘いただきました、前回、令和７年８

月の産業建設委員会の中で、まず事業方式としてはＰＦＩのＢＴＯというもの、それから

リース方式というこの２パターン、事業形態、お金の流れに関してはサービス購入型、こ

れの組合せであるというふうにお示しさせていただきました。要は、事業スキームとして

は、そのＰＦＩのＢＴＯとサービス購入型の組合せ、もう一方がリース方式とサービス購

入型の組合せ、この２パターンをお示ししたのがその８月のプランでございました。 

　現状、この２パターンの事業スキームについては、いずれかに絞っておるわけではござ

いませんでして、どちらの方法であっても公募、募集、手を挙げていただいてもいいとい

うふうな想定で考えておるところでございますので、前回の８月から何か事業手法を絞り

込んだというものでは現状ございません。以上です。 

 

◎岡田善行委員長 

　宿委員。 

 

○宿典泰委員 
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　それは、前回の産業建設委員会の中に、候補地として３パターンあった中を、今先ほど

宮本委員からも、奥の館町に近いところへ30億円かけて、その800台からの駐車場を造る

ということに対して、私はそのときにも申し上げたけれども、実際は、今の体育館がある、

県営体育館の横のところへある程度のもの建てたほうが、交通の渋滞もないし、帰ってい

ただける御側橋から回っていくルートにもいいから、そちらのほうがいいんではないかな

というような話をさせてもらっても、当局側のほうは何か奥のその館町に近いところのほ

うが、風致地区であるにもかかわらず、そちらのほうが利便性がいいというようなことも

含めてやっておったじゃないですか。 

　その３パターンの話をしておって、今言われておる運営について、ＰＰＰであったり、

ＰＦＩであったりというような方式については、これはアドバイザリー契約の中で運営を

していくんだと思うんですけれども、きちっとやはりそれは新しい産業建設委員会の中で、

スタートからきちっと説明をしながら、皆さんの委員会の中の御意見も聞きながらやって

いかないと、何か旧の委員会でこれが全部決議されて、もう決まったような状況で、その

上でアドバイザリー契約をしていくかのような話にはならないと私は思いますよ。それは

新しい人は分からんと思いますもん。そういう議論をやってきたことさえも。 

　そのあたりはきちっと、今、ゼロにせいとは言わんけれども、あの地域の中のどこの地

域に、どこの箇所にそういった30億円かけてやるかということをきちっとやっていかない

かんのじゃないかな。 

 

◎岡田善行委員長 

　都市整備部参事。 

 

●平見都市整備部参事 

　宿委員の御意見ありがとうございます。おっしゃっていることはもっともですので、ま

た、新人議員の皆様につきましては、過去の産業建設委員会の資料をもって、タイミング

としてまた議会事務局ともまた相談させていただこうと思うんですが、新人議員の皆様に

ついては、過去の経緯と過去の資料使いながら御説明は丁寧にさせていただきたいと思い

ます。 

　今回のアドバイザリー契約の予算で何もかも決まったということではございません。先

ほど担当の副参事からも説明もありましたが、まず一旦、あそこの候補地は候補地として

決まっているんですけれども、その中でどういう事業者の枠組みにするかとか、委員から

以前御意見いただいておる歩行者の誘導をどうするかとか、民間の知恵をお借りせないか

ん部分の条件、そういうのもアドバイザリー契約の中で考えていただきますので、そうい

う全体の計画案の最終的な包括した内容につきましては、また改めて議会のほうで御説明

させていただいて、御意見をいただきたいと思っております。 

　あと次のステップとして、前回委員会でも御説明させていただきましたけれども、料金

改定というのは必ず必要になってくると現在想定しておりますので、これは釈迦に説法に

なりますけれども、改正の条例案を上げていく形になりますので、そこは議員の皆様のま

た議決をいただかないかん部分であります。 

　さらに、もう最終的な３つ目としましては、こちらも御存じにように、最終進めていく
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となれば、複数年の債務負担行為、予算審議が必要になってきます。こちらも議会の皆様

の採決をいただかないかん部分でありますので、今回の予算で何もかも決まったからとい

うような話では全然ございませんので、今後も引き続き議会のほうに丁寧に説明させてい

ただきながら進めていきたいと考えておりますので、御理解よろしくお願いいたします。

以上でございます。 

 

◎岡田善行委員長 

　宿委員。 

 

○宿典泰委員 

　今の説明をしていると、これからなんで一切何も決まっていないと。ただ、あの駐車場

料金は、これは改定する必要があるということで、前回もそれは反対者はいなかったんじ

ゃないかなと思うんで、そんなことは進めていただきたいと思うんですけれども、今回、

私は疑念に思っておるのは、この3,400万円の中に、３候補地のもう１つに絞り込みなが

ら、そこの建設に向いて、また運営に向いて、経費等、そのやり方については今後決まっ

ていく話だとは思うんですけれど、そういうことが進んでいくんではないかなということ

を考えると、暗に簡単にここで賛成をするような話ではないんではないかなと、こんなこ

とを思うわけですよ。 

　今後の話として、場所の問題も含めて、これからきちっとした形で決めていくんだとい

うことであれば、今言っておる、やることについては皆さん同意があったんだと思うんで、

アドバイザリー契約として賛成をしていくような話になるんだろうと思うんですけれども、

その１つに土地を絞り込みながら今後進んでいくということになると、それは違うんでは

ないかなということで考えています。もう一度お答えいただけませんか。 

 

◎岡田善行委員長 

　都市整備部参事。 

 

●平見都市整備部参事 

　ちょっと答弁に誤解持たれたか分からないんですけれども、候補地につきましては、前

回決めさせていただいた最終案として、法的な整理の中で、前々回６候補地ですかね、で

挙げさせていただいた中で、今、最終案で挙げさせていただいた陸上競技場の西駐車場と、

五十鈴公園駐車場という中で、いろいろ法的な問題とか、あと建設費を含めて、やはり一

番最適なのは五十鈴公園駐車場ということで前回お示しさせていただいたので、候補地と

しては五十鈴公園の駐車場で進めさせていただきたいと考えております。以上でございま

す。 

 

◎岡田善行委員長 

　宿委員。 

 

○宿典泰委員 
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　そうなってくると、やはりそのあたりは議会として委員会の中でもそれぞれ意見があっ

たと思うんですけれども、別にそれは議会のほうで、もうそれは１か所に絞り込んで進ん

でいくよということは了承したわけではないと思うから、それは何度も言いますけれども、

新しい産業建設委員会の中でもう一度線引きをして、それで多数の方が、前へ進むことに

ついてということであれば、そのようにやっていただいたらいいんではないかなというこ

とを申し上げておるわけですよ。 

 

◎岡田善行委員長 

　都市整備部参事。 

 

●平見都市整備部参事 

　繰り返しの答弁になりますけれども、もう位置につきましては、前回の産業建設委員会

で御報告させていただいた五十鈴公園駐車場で進めたいと考えておりますので、御理解賜

りますようよろしくお願いいたします。 

 

◎岡田善行委員長 

　宿委員。 

 

○宿典泰委員 

　そういうことになると、新しい方々の御意見というのはもう全然聞かれん場になってし

まうので、その３候補の選び方についても、きちっとした説明の中でやっていかないと、

これが多分本会議場のほうまで持ち越しということになってきたときには、賛否は出ます

わね、当然ね。説明も受けていない新人の方らは、これはこんな話になっておるのかとい

うことでされていくと思うんですよ。 

　債務負担行為というのは、あくまで議会のほうで大方というのか、賛成多数をもってや

るものがあって、それで年度を越えていくから債務負担行為というような行為で予算を組

むわけでありますけれども、今言ったように、私は今の案ではもう反対なんです、はっき

り言ってね。もう体育館の横へ建てたほうがよっぽど便利で、交通渋滞もないし、歩行者

が内宮のおはらい町を歩くにしても何も問題ない。奥のその土地であって、宇治館町の住

民との関わりも非常に気になりますけれども、その住民の方が参拝に行こうとなったら、

あの伊勢道路の下にあるところを通って云々という話で、それもまだきちっとした解決は

できていないですよね。そんな中であの場所を決めて進んでいくということについてはど

うかなということを非常に思います。 

　そういうことだから、あとの駐車場料金の問題であったりとか、どこにしろどういう運

営方法にするかということは決めざるを得んので、そのためにアドバイザリー契約をして

いくんだということであれば、それは私も必要なことだからやっていく。ただ、一番場所

の問題を決まった中でやっていくなんていうことになると、それはもう賛成したわけでは

ないので。つまりこの債務負担行為については反対をせざるをならんということになるわ

けですよ。 
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◎岡田善行委員長 

　都市整備部参事。 

 

●平見都市整備部参事 

　またちょっと議会事務局とも相談をさせていただきますけれども、この債務負担行為の

採決の日までに新人議員さんのほうには、その位置の決定、先ほど宿委員は３候補とおっ

しゃいましたけれども、最終２候補になっておりますので、そのあたりの経緯も含めて、

ちょっとお時間、もしいただけるようでしたら御説明をさせていただいて、採決に行って

いただきたいと思います。以上でございます。 

 

◎岡田善行委員長 

　都市整備部長。 

 

●上田都市整備部長 

　様々御意見いただきましてありがとうございます。 

　位置については、参事からも申し上げましたとおり、私どもの案としては今の位置でお

願いしたい。それと、新人議員さんへの説明不足という御指摘もいただきましたけれども、

そこら辺も丁寧に、お時間いただいて説明をさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 

○宿典泰委員 

　委員長、休憩してくれる。 

 

◎岡田善行委員長 

　暫時休憩いたします。 

 

休憩　午前10時21分 

再開　午前10時37分 

 

◎岡田善行委員長 

　休憩を解き、再開いたします。 

　宿委員。 

 

○宿典泰委員 

　前回の委員会でいろいろと議論したときにも私申し上げました。今のところが30億円で、

体育館の横が50億円かかるということあまり僕信じてないんさな、そこら辺は。30億円以

内でやるんやったらやるでやったらいいし、さっき休憩中にもあったけれども、参事が何

百億円かけても渋滞はというような話があるんなら、それはそれでどれぐらいの渋滞を緩

和するのにこの30億円かけるかどうかというのは、やっぱりこれは市民も判断をするきっ

かけになると思うんですよね。 
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　それで、私が費用が30億円で安く収まるのと、それと、館町の人たちにも渋滞で迷惑を

かけないと。今の渋滞についても、その辺りで渋滞が起こらないとか。それで、新たに何

か道路整備があると何億円かかるかも分かりませんけれど、その道路整備に。もちろん用

地の問題もあるんでしょう。ここの30億円の中にも用地を買っていかないかん問題もある

んでしょ。だから、そういう隠れた費用についても、どのぐらいかかるかということをき

ちっと明示した中で比較をしたいと思うんですよ。 

　それは、もう我々の中ではそういう、こちらが30億円や、こちらが50億円やという対比

をするためのその資料というのか、何か現実的なものが何にもないので、実際にはそこら

辺で私なんかももやもやするわけですけれども、だからその30億円で、奥へ館町の人へ渋

滞対策で迷惑をかけないというようなこととか、あと費用がかからないというようなこと

とか、きちっと明言をしてくださいよ。なんか30億円と50億円の比較をしていますけれど

も、そういう状況ではないと思うんですよ。 

　それで、800台、800台というのは、何か引き算をした数字やったと思いますけれど、そ

れで本当に解消ができるかどうか。今の現状の渋滞対策が。そのあたりを明言してくださ

いよ。それなら私も賛成しますわ、それは。今までもアドバイザリー契約という延長の中

でいろいろやってきたわけで、それまではその料金体系であったりとか、運営方法であっ

たりとか、そういったことが僕は主やったかなと思って。 

　位置については、絞り込みをしていくということで終わって、最終案をこうこうしたい

ということだけはお聞きをしとると思うんで、だけれどもそれは決して決定した中で、ま

た、債務負担行為をするというような話ではなかったと思うから、そのあたりだけ明言し

てくださいよ。 

 

◎岡田善行委員長 

　都市整備部参事。 

 

●平見都市整備部参事 

　御意見ありがとうございます。 

　委員のほうから、渋滞ゼロじゃないと納得しないという御意見はいただいておりますが。 

 

○宿典泰委員 

ゼロって言うてないよ。 

 

●平見都市整備部参事 

　それちょっとすみません、解釈させていただいて申し訳なかったんですけれども。 

 

◎岡田善行委員長 

　都市整備部長。 

 

●上田都市整備部長 

　すみません。渋滞の御心配であったり、館町への御心配、また、金額の比較について御
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意見をいただきましてありがとうございます。 

　総合的に判断しまして、私どもは今の位置に決定したわけでございますけれども、今の

位置だから、また体育館の横だから、どうしてもその渋滞をゼロにするといったことはな

かなか難しいかも分かりませんが、少なくとも軽減はできるというふうに考えております。 

　したがいまして、８月に私どもが説明させていただいた位置、金額のこともあります。

それで、県との協議のこともありますので、やっぱり最適案というふうに考えております

ので、この場で今の位置についてお願いしたいと。今の位置で決定していきたいというふ

うに思いますので、何とぞ御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

◎岡田善行委員長 

　暫時休憩します。 

 

休憩　午前10時42分 

再開　午前10時42分 

 

◎岡田善行委員長 

　休憩を解き、再開いたします。 

　宿委員。 

 

○宿典泰委員 

　だから、今30億円で出とるのが、また蓋を開いてみたらあと３億円、５億円かかるとい

う話やると、あなたら私らにきちっとした説明をしていないということになるわけよ。そ

れで、何や渋滞解消になったんかというたら、いや、なってないやないかということを言

われると思うんですよ。そのあたりをちゃんと明言をしてくださいよ。それやったら私も

賛成すると言うとるじゃないですか。 

 

◎岡田善行委員長 

　都市整備部長。 

 

●上田都市整備部長 

　30億円の中に、道路整備のお金は入れておりません。御心配いただきましたように、用

地の問題、用地についてはお借りすることができるというふうに考えていますので、買収

と用地取得等は伴いません。ただ、工事費というのは、億は絶対ないんですけれども、数

千万円…… 

　休憩取ってもらえますか。 

 

◎岡田善行委員長 

　暫時休憩します。 

 

休憩　午前10時43分 
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再開　午前10時45分 

 

◎岡田善行委員長 

　休憩を解き、再開いたします。 

　都市整備部長。 

 

●上田都市整備部長 

　失礼します。 

　立体駐車場の建設費に30億円、機器類に７億円、全部で37億円です。道路拡幅工事に

2,000万円程度というふうに見込んでおりますので、何とぞ御理解賜りますようよろしく

お願いします。 

 

◎岡田善行委員長 

　宿委員。 

 

○宿典泰委員 

　それで、館の人らには迷惑かからんということやね。それとか、人の問題で、動線をす

るために云々というので経費がかかるということもないんやね。 

 

◎岡田善行委員長 

　都市整備部参事。 

 

●平見都市整備部参事 

　委員おっしゃる歩行者の誘導につきましては、前回答弁させていただいて議事録に残っ

ていると思いますが、神宮司庁の工作所の中を通していただくというような方向で、今、

動線の話はさせてはいただいております。それについては多額の経費を要するものではな

いと考えておりますので、そんな中で金額というと細かくははじいていないんですけれど

も、全体の事業費から比べると僅かな金額ということで認識しております。以上でござい

ます。 

 

○宿典泰委員 

　明言してくれたんやろ。渋滞対策の問題も。 

 

◎岡田善行委員長 

　よろしいですか、質問のほうは。 

　他にございませんか。 

　青沼委員。 

 

○青沼陽一郎委員 

　これ、アドバイザリーの入札ですよね。単純に市民の人も分からないと思うんですけれ
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ど、安いからそこでアドバイザリー契約を結ぶという、ただのそういう入札の仕方なのか、

ちょっとそこを御説明いただきたいんですけれども。 

 

◎岡田善行委員長 

　交通政策課副参事。 

 

●長交通政策課副参事 

　アドバイザリー業務委託の業者の決め方というか、方式に関しては、プロポーザル方式

を検討しており、それで進める予定でございます。プロポーザルですので、金額の多い少

ないも重要な要素の一つになりますけれども、業務の遂行能力、ちゃんと仕事をしてくれ

るのかとか、これまでの業績とか、それらも総合的に判断して決めていくものになります。

金額についても3,400万円、これを上限にしていますので、幾らか落ちるものになろうか

と想定しております。以上です。 

 

◎岡田善行委員長 

　青沼委員。 

 

○青沼陽一郎委員 

　そのプロポーザルということであれば、それは誰かが評価するということなんでしょう

か。そうすると、具体的には誰が評価するのか、それをちょっと御説明いただきたいんで

すが。 

 

◎岡田善行委員長 

　交通政策課副参事。 

 

●長交通政策課副参事 

　このアドバイザリー業務委託の業者の選定、審査に当たっては、庁内職員、関連部署の

職員で構成する選定委員を選んで、５名程度考えていますけれども、こちらのほうで審査

していきたいと考えております。以上です。 

 

◎岡田善行委員長 

　青沼委員。 

 

○青沼陽一郎委員 

　その審査の方々はもう選定されているんでしょうか。 

 

◎岡田善行委員長 

　交通政策課副参事。 

 

●長交通政策課副参事 
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　こちらにつきましてはまだです。予算認めていただいてからの動きになりますので、ま

だ誰というふうには決まっていない状態です。以上です。 

 

◎岡田善行委員長 

　他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 

　他に発言もないようですので、以上で議案第109号の審査を終わります。 

　続いて討論を行います。 

　討論はございませんか。 

　宿委員。 

 

○宿典泰委員 

　こういうことで討論するのはどうかなということは思いますけれども、費用対効果であ

ったりとか、住民のための渋滞対策がきちっとできるかとか、これから観光客、インバウ

ンドが増えるというような前提の中で、車で来るというのはインバウンドの方はないとし

ても、国内からのリースの車を使っての伊勢志摩を訪れていただける人が増加はしてくる

んだろうと思います。 

　先ほどからいろいろと私も質問しておるように、渋滞がゼロになるということはないに

しても、やはり今住んでみえる住民の人が、やはり負担を感じないような観光でなければ、

これは続きません。そういう意味でもやはり私は、住民が暮らしておるところの近くへ改

めてまた設置をするということにはもう本当に反対をしたいと思うんです。 

　ただ、皆さんが言われたように、費用的な問題で、もし今の現状が55億円かかって、そ

こが37億円ということに対して、その18億円の差が、37億円ですから18億円ではないにし

ても、それだけの費用のことを賛否で決めるべきかどうかということもちょっと迷う話な

んですけれど、いかにしても先ほど申したように、今の現状が37億円に工事費が2,000万

円で、あとはもうほんの微々たるものやということですから、それだけの費用の中でやっ

ていただけるということですから、それはもうその方向で見させてもらおうと思います。 

　だけれども、渋滞は、あくまで起こらないということを、今の現状とはもう随分違うと

いうことを明言していただいたので、それは私のほうはそれで賛成をしようと思います。

そこまで当局側としては、ほかのこと考えていないと思いますから、それで。 

　あくまで費用対効果ということがあるので、今、非常に伊勢市の中でも、どの財源を見

ても、それが国の状況、県の状況見ても大変苦しい状況の中で、こういう新しい投資をや

っていくと、それが非常に効果あったということになって、喜ばれるような状況ならいい

と思うんですけれど、そうではないんであれば、やはりこういうことをスタートしてはな

らんなという気持ちからいろいろと御質問申し上げました。 

　そういったことで、やはり皆さんの、新しい委員会ですから、新しい意味でこういう議

論をきちっとやっていきたいと思いますので。よろしいですか。 

 

◎岡田善行委員長 
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　他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 

　ないようですので、以上で討論を終わります。 

　お諮りいたします。 

　「議案第109号　令和７年度伊勢市観光交通対策特別会計補正予算（第１号）」につい

て、原案どおり可決することに賛成の方は御起立をお願いいたします。 

〔賛成者起立〕 

◎岡田善行委員長 

　起立多数と認めます。 

　よって、議案第109号は、原案どおり可決すべしと決定いたしました。 

 

【議案第116号　伊勢市二見健康管理増進センター条例の廃止について】 

 

◎岡田善行委員長 

　次に、条例等議案書の43ページをお願いいたします。 

　43ページから44ページの「議案第116号　伊勢市二見健康管理増進センター条例の廃止

について」を御審査願います。 

　御発言はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 

　御発言もないようですので、以上で議案第116号の審査を終わります。 

　続いて討論を行います。 

　討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 

　ないようですので、以上で討論を終わります。 

　お諮りいたします。 

　「議案第116号　伊勢市二見健康管理増進センター条例の廃止について」は、原案どお

り可決すべしと決定いたしまして御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 

　御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第119号　伊勢市火入れに関する条例の一部改正について】 

 

◎岡田善行委員長 

　次に、54ページをお開きください。 

　54ページから60ページの「議案第119号　伊勢市火入れに関する条例の一部改正につい

て」を御審査願います。 
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　御発言はございませんか。 

　宿委員。 

 

○宿典泰委員 

　私も議員やらせていただいて、この条例の改正の中で火入れに関するこの条例が産建に

回ってくるなんていうことはてんで思っていないんやけれども、これはどういう視点で産

建のほうになったんですか。防災関係というと、皆、総務関係になっておると思うんです

けれども、そのあたりはどうでしょう、ちょっと教えてください。 

 

◎岡田善行委員長 

　産業観光部参事。 

 

●松田産業観光部参事 

　この火入れ条例の関係につきましては、通常ですと消防のほうで火災予防のほうの条例

ですと総務のほうになります。ただ、この火入れといいますと森林法に関連しますので、

森林法に関連することは農林水産課の所管となっておりますので、今回、産建のほうに提

出させていただきました。以上でございます。 

 

◎岡田善行委員長 

　宿委員。 

 

○宿典泰委員 

　条例ですので今やれという話ではないんですけれど、市民の方もこの条例を見て、ああ、

森林関係のあれやなということがなかなか分かりづらいですよね。火入れというのも私ら

の旧のあれでいくと、何かもっとこの際に条例としては、新しい名前で市民が分かるよう

な状況のものというのが考えられなかったのかなということを非常に思うんですけれど、

そのあたり何か協議をしてみえたんですかね。 

 

◎岡田善行委員長 

　産業観光部参事。 

 

●松田産業観光部参事 

　この件に関しましては、特に議論というのはございませんけれども、森林法で火入れと

いう定義がされておりますので、そういったものを引用しておるというところでございま

す。以上でございます。 

 

◎岡田善行委員長 

　宿委員。 

 

○宿典泰委員 
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　ですから、変更するようなことはできるんですか、これは。市民に分かりやすいという

話ですよ。もうこんな条例は市民関係ないんやで、あなたらが分かっとったらいいんやと

いうことやったらこのままで結構です。 

 

◎岡田善行委員長 

　産業観光部参事。 

 

●松田産業観光部参事 

　特に法令用語ということですので、このままでいきたいと考えております。以上でござ

います。 

 

○宿典泰委員 

　法令用語かな。 

 

◎岡田善行委員長 

　よろしいでしょうか。 

 

○宿典泰委員 

　ああええよ。 

 

◎岡田善行委員長 

　他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 

　御発言もないようですので、以上で議案第119号の審査を終わります。 

　続いて討論を行います。 

　討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 

　ないようですので、以上で討論を終わります。 

　お諮りいたします。 

　「議案第119号　伊勢市火入れに関する条例の一部改正について」は、原案どおり可決

すべしと決定いたしまして御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 

　御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第132号　伊勢市中村会館の指定管理者の指定について】 

 

◎岡田善行委員長 
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　次に、103ページをお開きください。 

　103ページから104ページの「議案第132号　伊勢市中村会館の指定管理者の指定につい

て」を御審査願います。 

　御発言はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 

　御発言もないようですので、以上で議案第132号の審査を終わります。 

　続いて討論を行います。 

　討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 

　ないようですので、以上で討論を終わります。 

　お諮りいたします。 

　「議案第132号　伊勢市中村会館の指定管理者の指定について」は、原案どおり可決す

べしと決定いたしまして御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 

　御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第133号　市道の路線の認定について】 

 

◎岡田善行委員長 

　次に、105ページをお開きください。 

　105ページから111ページの「議案第133号　市道の路線の認定について」を御審査願い

ます。 

　御発言はございませんか。 

 

◎岡田善行委員長 

　宮本委員。 

 

○宮本晃委員 

　この市道認定ですが、今回11本上がっておりまして、10本は開発の完了と同時に粛々と

進められております。 

　その中で、１本、神田久志本令７―14号線について確認させていただきます。 

　この道路は、御幸道路（訂正前 御木本道路）から倭町、そしてこのテニスコートの裏

に抜ける道路でして、本当に交通量というか利用客、利用者も多い道路でして、これがこ

れまで何十年と公衆道路でありながら個人の所有の道路であったため、道路の損傷も多か

ったんですが、現在は舗装も、そしてまた側溝工事も終わって、そして、そういったこと

からここを通る利用者からは大変評価をされております。そういった住民の声を代弁しま

すと、関係者の方々に大変御努力いただいたということをありがたく思っています。 
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　そういったことを踏まえまして、この経緯を簡単に御説明していただけますか。 

 

◎岡田善行委員長 

　都市整備部参事。 

 

●見並都市整備部参事 

　委員の御質問にお答えさせていただきます。 

　こちらの神田久志本令７－14号線でございますけれども、こちら委員仰せのとおり、個

人の方が所有しておった道路でございました。そのことから損傷も激しくて、なかなか市

のほうで抜本的な改良も難しい路線でありましたけれども、このたび所有者の方から、側

溝改良と舗装していただいた上で寄附の申出がございましたもので、今回寄附を頂き、本

議会のほうで市道認定をさせていただくということの運びになったものでございます。以

上でございます。 

 

◎岡田善行委員長 

　宮本委員。 

 

○宮本晃委員 

　ありがとうございます。そうしますと、今、その側溝工事、舗装整備、それから道路の

所有、それも無償で市のほうに移管していただいたということですね。 

まだ市内にもまだまだこういった個人が所有されておる公衆道路があると思います。市

への寄附採納基準というものがあると思いますが、市が管理することで、また道路認定を

することで、その通行の利用者とか、その沿道沿いの方々にも本当に安心で安全を与えら

れますので、今後も引き続きこの市道への格上げについては、推進していただきますよう

よろしくお願いします。ありがとうございます。 

 

◎岡田善行委員長 

　都市整備部参事。 

 

●見並都市整備部参事 

　委員仰せのとおり、まだ個人所有の道路というのはたくさん残っている状態でございま

すけれども、寄附に関しましては、あくまでやっぱり個人の方の意向というのが一番重要

でございますので、そのあたりも寄附の意向があるというならば、あとはその寄附採納の

要綱といいますか、条件に当てはまるものかどうか確認した上で、そのあたりは進めてい

きたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

◎岡田善行委員長 

　他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 
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　御発言もないようですので、以上で議案第133号の審査を終わります。 

　続いて討論を行います。 

　討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 

　ないようですので、以上で討論を終わります。 

　お諮りいたします。 

　「議案第133号　市道の路線の認定について」は、原案どおり可決すべしと決定いたし

まして御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 

　御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

　以上で、付託案件の審査は全て終了いたしました。 

　お諮りいたします。 

　委員長報告文の作成については、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 

　御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【閉会中の継続審査・調査案件について】 

 

◎岡田善行委員長 

　続きまして、「閉会中の継続審査・調査案件について」を御協議願います。 

　これまで常任委員会におきましては、閉会中の継続審査・調査項目として、配付の常任

委員会の継続審査・調査案件一覧表のとおり調査をしてまいりました。 

　当委員会の閉会中の継続審査・調査案件を定めたいと思いますが、御異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 

　御異議なしと認めます。 

　それでは、閉会中の継続調査項目として委員長から提案させていただきます。 

　１つ目に、「中心市街地活性化に関する事項」、２つ目に、「観光振興に関する事項」、

３つ目に、「農林水産に関する事項」、４つ目に、「内宮周辺駐車場のあり方に関する事

項」を提案いたします。このことにつきまして御発言はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 

　御発言もないようですので、「中心市街地活性化に関する事項」、「観光振興に関する

事項」、「農林水産に関する事項」、「内宮周辺駐車場のあり方に関する事項」について、

閉会中の継続審査・調査項目とすることに決定し、会議規則第109条の規定により、議長
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に申出をいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎岡田善行委員長 

　御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

　以上で、御審査いただきます案件は終わりましたので、これをもちまして産業建設委員

会を閉会いたします。 

 

閉会　午前11時03分 
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